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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フラット針布を備えた複数のフラットバーからなる移動式フラットを有するカードのガ
イド装置であって、
　前記フラットバーを前進駆動する少なくとも１つのエンドレスの駆動部材と、
　凸面状の滑り面と凹面状の底面とを有していて前記フラットバーの両方の端部が前記滑
り面上を滑り移動するフレキシブルな滑りガイドとを具備し、前記滑り面と前記底面とは
、前記カードのドラムの周方向において互いに対してくさび形状に延びており、
　さらに、
　前記カードの基台の側方に設けられていて、前記滑りガイドの前記底面に係合する凸面
状の剛性の土台面と、
　前記滑りガイドを前記土台面上において前記カードのドラムの周方向に摺動させ、それ
により、前記フラット針布の尖端と前記ドラムのドラム針布の尖端との間の距離を前記滑
りガイドの位置に応じて調節する駆動装置、とを具備する装置。
【請求項２】
　前記距離は、滑りガイドが径方向に有する厚みによって定められていることを特徴とす
る請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　滑りガイドが、交換可能であることを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
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　土台面が、前記カードの基台の側方に固定されたサイドシールドの凸面状に湾曲された
面であることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　土台面が、前記カードの基台の側方に固定されたサイドシールドの凸面状に湾曲された
面に対して平行に配置されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項６】
　土台面と前記サイドシールドが、一体的に形成されていることを特徴とする請求項４ま
たは５に記載の装置。
【請求項７】
　土台面が、前記サイドシールドに鋳造形成されていることを特徴とする請求項４または
５に記載の装置。
【請求項８】
　土台面が溝を有し、その溝内に滑りガイドの一部が配置されていることを特徴とする請
求項１から７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　滑りガイドが、可撓性のプラスチックからなることを特徴とする請求項１から８のいず
れか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　プラスチックが、摩耗に強いことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　プラスチックが、小さい摩擦係数を有することを特徴とする請求項９または１０に記載
の装置。
【請求項１２】
　滑りガイドの下方の斜面（底面）が、それに応じて斜めにカットされた土台面上を摺動
することを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　半径方向に約０．２から４ｍｍの滑り面の変位が行われることを特徴とする請求項１か
ら１２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　滑りガイドの上方の滑り面上に、フラットバー上で滑り移動する、他の変位可能な滑り
ガイドが配置されていることを特徴とする請求項１から１３のいずれか１項に記載の装置
。
【請求項１５】
　約０．０１から０．３ｍｍの、他のくさび形状の滑りガイドの滑り面の変位が行われる
ことを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　大まかな滑りガイドと他の滑りガイドとの間に、中くらいの厚みの第３のくさび形状の
滑りガイドが設けられていることを特徴とする請求項１４または１５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、針布を備えたフラットバーからなる移動式フラットを有するカードのフラット
ガイド装置であって、フラットバーを前進駆動する場合に少なくとも１つのエンドレスの
駆動部材、たとえばフレキシブルなベルトが設けられており、フラットバーの両端部がフ
レキシブルな滑りガイド上で滑り移動し、滑りガイドが凸状に湾曲されて、凸状に湾曲さ
れた土台面（載置部材）上に載置され、その場合に土台面が基台に対応している、装置に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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実際においては、フラットは円弧状の条片、たとえばドラムに対して同心であって、カー
ドのサイドシールド（基台）に、特にボルト形状の調節ピンによって後から調節できるよ
うに固定されている、フレキシブルアーチ（ばねアーチ）上で滑り移動する。針布の磨耗
に伴ってドラム針布の半径も減少するので、フレキシブルアーチも、ドラムに近づいた場
合には、同様に撓むことができて、それによってその曲率を小さくなってゆくドラム半径
に適合させなければならない。そのために、フレキシブルアーチは大体において、大きい
弾性を有し、かつ必要とされる形状に撓むことができる、特殊合金から鋳造される。調節
する際に、滑り面は約０．２から４ｍｍ変位される。欠点は、半径が様々に調節される場
合に、望ましくない屈曲が行われることである。さらに、幾何学配置は調節スピンドルの
数に関係し、すなわちフラット－ドラム針布の距離の精度と均一性は、アーチ全体にわた
るすべての個所において同一にはならない。製造と組立てが極めて複雑である。個別部分
製造が行われる。フレキシブルアーチは、固有強度が小さいために、反りを生じる傾向に
ある。組立ての開始時あるいはまた駆動中に調節し直す場合に、周方向に均一なカーディ
ング間隙を形成するために調節スピンドルを介して行う調節プロセスは、面倒である。
【０００３】
フラットバーの滑りを改良して、それによってグラファイトブロックによる鋳造面の潤滑
を回避するために、フレキシブルアーチの溝内へフラットバーのためのバンド形状のプラ
スチック滑りガイドを配置して、その滑りガイドをわずかな高さで同心にフレキシブルア
ーチを越えて突出させることが知られている。フレキシブルアーチは、滑りガイドのため
の土台面を形成する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、上述した欠点を除去し、特に構造および組み立てが簡単で、より正確で
均一な調節を可能とする、カードのガイド装置を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
この課題は、針布を備えたフラットバーからなる移動式フラットを有するカードのガイド
装置であって、フラットバーを前進駆動する場合に少なくとも１つのエンドレスの駆動部
材、たとえばフレキシブルなベルトが設けられており、フラットバーの両方の端部がフレ
キシブルな滑りガイド上で滑り移動し、その滑りガイドは凸面状に湾曲されており、かつ
凸面状に湾曲された土台面上に載置されており、その場合土台面が基台に対応しているも
のにおいて、フラット針布の尖端とドラム針布の尖端との間の距離が、滑りガイドの形状
および/ または位置によって調節可能であって、滑りガイドの土台面が堅固に形成されて
いることを特徴とする装置によって解決される。
【０００６】
堅固な土台面上のフレキシブルな滑りガイドの形状および/ または位置だけによって、フ
ラット針布とドラム針布の間の尖端間隔を調節できることにより、公知のフレキシブルア
ーチを完全に省くことができる。曲率半径の変化は、滑りガイドだけによってもたらされ
る。その場合に柔軟性が、形状および/ または位置と組み合わされて協働する。滑りガイ
ドは、バー、バンドなどとすることができ、最も簡単な場合に堅固なサイドシールドまた
はそれに対して平行な面の溝内に配置される。このようにして構造的にも、組立ての面で
も、大規模な簡略化が達成される。さらに、公知の装置とは異なり、点状の調節は行われ
ないので、ドラム針布とフラット針布の間の距離の均一な調節が可能となる。
【０００７】
好ましくは、前記距離は、滑りガイドが半径方向に有する厚みによって定められている。
好ましくは滑り面と底面はアーチ形状に互いに対して平行に整合されている。好ましくは
滑り面と底面は互いに対してくさび形状に延びている。好ましくは滑りガイドは、周方向
に変位可能である。好ましくは滑りガイドは、交換可能である。好ましくは滑りガイドは
、フレキシブルアーチとは係合しない。好ましくは土台面は、サイドシールドの凸面状に
湾曲された面である。好ましくは土台面は、サイドシールドの凸面状に湾曲された面に対
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して平行に配置されている。好ましくは土台面とサイドシールドは一体的に形成されてい
る。好ましくは土台面は、サイドシールドに鋳造形成されている。好ましくは土台面は溝
を有し、その溝内に滑りガイドの一部が配置されている。好ましくは滑りガイドは、可撓
性のプラスチックからなる。好ましくはプラスチックは摩耗強い。好ましくはプラスチッ
クは、小さい摩擦係数を有する。好ましくは滑りガイドの下方の斜面（底面）は、それに
応じて斜めにカットされた土台面と協働する。好ましくは、約０．２から４ｍｍの、滑り
面の半径方向における変位が行われる。好ましくは滑りガイドの上方の面の上に、他の変
位可能な滑りガイドが配置されており、その滑りガイド上でフラットバーが滑り移動する
。好ましくは約０．０１から０．３ｍｍの、他のくさび状の滑りガイドの滑り面の変位が
行われる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
次に、図面に示す実施例を用いて本発明を詳細に説明する。
図１は、フィードローラ１、フィードテーブル２、テーカインローラ３ａ、３ｂ、３ｃ、
ドラム４、ドッファ５、ストリップローラ６、絞りローラ７、８、フリース案内部材９、
トランペット１０、デリバリローラ１１、１２、フラットバー１４を備えた回転フラット
１３、ケンス１５並びにケンスストック１６を有するカード、たとえばツリュツラー社の
ＥＸＡＣＴＡＣＡＲＤ　ＤＫ８０３を示している。ローラの回転方向は、湾曲した矢印で
示されている。符号Ｍは、ドラム４の中心点（軸）を示している。
【０００９】
図２から図４に示すように、カードの各側において（図示されていない）基台の側方に半
円形状の剛性の（リジッドな）サイドシールド１７が固定されており、サイドシールド１
７の外側面の周辺領域に同心にアーチ形状の剛性の載置部材１８が配置されており、載置
部材１８は土台面として凸面状の外側面１８ａと下側１８ｂを有する。載置部材１８の上
方には、たとえば滑りやすいプラスチックからなる滑りガイド２０が設けられており、滑
りガイド２０は凸面状の外側面２０ａと凹面状の内側面２０ｂを有する。凹面状の内側面
２０ｂは、凸面状の外側面１８ａの環状溝１８ｃ内に載置されており、その外側面上で矢
印Ａ、Ｂ方向へ滑り移動することができる。滑りガイド２０の変位は、モータ、伝導機構
など駆動装置を有する（図示されていない）延長装置によって行われる。フラットバー１
４の両端部にはそれぞれフラットヘッド１４ａが設けられており、そのフラットヘッド１
４ａには軸方向に２本のスチールピン１４ｂが固定されており、そのスチールピン１４ｂ
が滑りガイド２０の凸面状の外側面２０ａ上で矢印Ｃ方向に滑り移動する。支持体１４ｃ
の下面には、フラット針布１４ｄが取り付けられている。符号２１は、フラット針布１４
ｄの尖端円を示している。ドラム４の周面にはドラム針布４ａ、たとえば鋸歯針布が設け
られている。符号２２はドラム針布４ａの尖端円を示している。尖端円２１と尖端円２２
との間の距離は、ａで示されており、たとえば０．２０ｍｍである。凸面状の外側面２０
ａと尖端円２２との間の距離がｂで示されている。凸面状の外側面２０ａの半径がｒ１で
示され、尖端円２２の半径がｒ２で示されている。半径ｒ１とｒ２は、ドラム４の中心点
Ｍ（図１を参照）で交差する。
【００１０】
図５は、滑りガイド２０を有するサイドシールド１７を示している。滑りガイド２０は断
面が厚く、剛性の載置部材１８のアーチ形状の溝１８ｃ（図３を参照）内で固定位置に配
置されており、その場合に溝底の半径方向の中心点は中心点Ｍに対して偏心して配置され
ている。それによって溝底は、載置面として斜めにカットされている。滑りガイド２０は
、アーチ形状に平行に形成されている。外側面２０ａ上には他の滑りガイド２３が取り付
けられており、その滑りガイドは矢印ＣとＤ方向に変位可能で、かつくさび形状に形成さ
れている。滑りガイド（くさび条片）２３は、わずかな厚みｄを有し、小さい勾配（１：
２５０＝矢印Ｃ、Ｄ方向へ５０ｍｍ変位した場合に０．２ｍｍ）を有し、科学技術的な微
調節に用いられる。断面が厚い滑りガイド２０は、製造誤差と針布の異なる高さを補償す
るために用いられる。滑りガイド２０とくさび条片２３は、交換可能である。
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【００１１】
図６によれば、滑りガイド２４として大きい勾配（１：１５＝５０ｍｍ摺動した場合に３
．３ｍｍ）を有する大まかなくさび条片が設けられている。滑りガイド２４は、環状溝１
８ｃ（図３を参照）内で矢印Ｅ、Ｆ方向に摺動することができ、製造誤差と針布高さの違
いを補償するために用いられる。外側面２０ａ上には、図６に示すようなくさび条片２３
が配置されている。滑りガイド２４とくさび条片２３の勾配は、互いに逆向きである。
【００１２】
図７によれば、（図５に示す）大まかな滑りガイド２０と細かい滑りガイド２３との間に
、他の滑りガイド２５（くさび条片）が設けられており、その滑りガイド２５は矢印Ｇ、
Ｈ方向へ摺動することができる。滑りガイド２５は、中くらいの勾配（１：５０）を有す
る。この実施形態においては、段階的に滑り条片２３が微調整に、中くらいの滑り条片２
５が針布高さの補償に、大まかな滑りガイド２０が製造誤差の補償に用いられる。
【００１３】
本発明は、大まかな滑りガイド２０のみが設けられており、それが交換可能である構成（
図示せず）も含んでいる。その場合に、異なる厚みの滑りガイド２０間で交換が行われる
。
くさび溝の溝底は、中心点Ｍに関して同心にも、偏心して形成することもできる。このよ
うにしてフラット針布１４ｄとドラム針布４ａとの間のカーディング間隙を、平行または
くさび形状に形成することができる。
【００１４】
厚い断面ｃを有する滑りガイド２０と２４は、公知の装置の場合のフレキシブルアーチに
代わるものである。
滑りガイド２０と２４は、載置部材を形成し、その載置部材上に直接（図２、図３）また
は間接的に（図５から図７）フラットヘッド１４ａが載置される。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明に基づく装置用のカードの概略的な側面図である。
【図２】図２はフラットバー並びにサイドシールドを有する滑りガイドの一部と、フラッ
トバーの針布とドラム針布の間の距離を示す図である。
【図３】図３は図２に示すサイドシールドを有する滑りガイドのＩ－Ｉ線に沿った断面図
である。
【図４】図４は図３の詳細を示す図である。
【図５】図５は微調節のための摺動可能な滑りガイドを有する固定配置の大まかな滑りガ
イド（くさび条片）の概略的な側面図である。
【図６】図６は微調節のための摺動可能な滑りガイド（くさび条片）を有する摺動可能な
大きい滑りガイド（くさび条片）の概略的な側面図である。
【図７】図７は図５と同様の実施形態であって、大まかな滑りガイドと微調節用の滑りガ
イドとの間には、中くらいの厚みを有する摺動可能な滑りガイド（くさび条片）が設けら
れているところを示す図である。
【符号の説明】
１…フィードローラ
２…フィードテーブル
３ａ，３ｂ，３ｃ…テーカインローラ
４…ドラム
５…ドッファ
６…ストリップローラ
７…絞りローラ
８…絞りローラ
９…フリース案内部材
１０…トランペット
１１…デリバリローラ
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１２…デリバリローラ
１３…回転フラット
１４…フラットバー
１５…ケンス
１６…ケンスストック
１７…サイドシールド
１８…載置部材
２０…滑りガイド
２１…フラット針布の尖端円
２２…ドラム針布の尖端円
２３…滑りガイド
２４…滑りガイド
２５…滑りガイド

【図１】 【図２】
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【図６】 【図７】
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